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取組事項

１．労働安全衛生法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、年１回以上、該当する従
　業員全てに健康診断を受診させる。
２．健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業員に対し、保健指導又は特定保健指
　導を受けさせる。
３．健康診断の結果、有所見となった従業員の必要な措置について、医師の意見を聴いた上
　で、就業上の必要な措置を行う。
４．定期健康診断受診率 100%の維持及び保健指導率 80%の達成
５．喫煙場所設置
６．インフルエンザ等感染症対策用の消毒液の設置（工場、現場、事務所）
７．年次有給休暇の取得促進（定期的な取得状況報告と呼びかけ）
８．休職者の職場復帰への取組（テレワーク等）
９．毎朝のラジオ体操

「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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　当社は「誠実、努力、奉仕」を経営理念に、「沖縄生まれ・沖縄育ち」のPCメーカーとし
て、県内インフラ整備の充実と発展に貢献できる企業を目指し社員一丸となって日々の業務に
取り組んでおります。
　企業目的を達成するためにも、企業活動に必要不可欠な経営資源である社員を大事にするこ
と、社員の心と体の健康の維持、増進を図ることは、当社の最も重要な課題のひとつとして位
置づけております。
　この健康宣言を基に社員一人ひとりの健康維持管理への支援に取り組み、
　一人ひとりが能力を十分に発揮できる、安全で働きやすい企業を目指します。
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